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農委広報やまのべ

　

令
和
５
年
度
山
形
県
農
業
委
員
会
大

会
が
、
昨
年
11
月
13
日
各
市
町
村
の
農

業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

の
参
加
の
下
、
寒
河
江
市
市
民
文
化
会

館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
開
会
行
事
で

は
、
農
業
委
員
会
憲
章
唱
和
、
主
催
者

挨
拶
、
表
彰
、
来
賓
挨
拶
と
続
き
、
表

彰
で
は
、
当
農
業
委
員
会
の
鈴
木
正
志

会
長
と
江
口
順
市
前
会
長
が
長
年
の
功

績
に
よ
り
農
業
会
議
会
長
表
彰
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。

　

大
会
に
入
り
、
ま
ず
は
食
料
・
農
業
・

農
村
政
策
審
議
会
基
本
法
検
証
部
会
相

談
役
の
柚
木
茂
夫
氏
よ

り
、「
食
料
・
農
業
・
農

村
基
本
法
の
見
直
し
と

農
業
委
員
会
組
織
の
役

割
」
に
つ
い
て
講
演
が

あ
り
、
次
に
、
寒
河
江

市
農
林
課
農
政
係
長
の

菅
野
傑
氏
よ
り
、「
地
域

計
画
の
策
定
に
向
け
た

取
り
組
み
」
と
し
て
寒

河
江
市
柴
崎
地
区
の
事

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

山
辺
町
農
業
委
員
会
会
長

�
鈴
木
　
正
志

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
に
は
、
新
し
い
年
を
お
健
や

か
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
当
委
員

会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
支
援
・
ご
協

力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
４
月
の
委
員
の
改
選
に
よ
り
、

新
た
な
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
、
担
い
手

へ
の
農
地
の
利
用
集
積
・
集
約
や
、
耕

作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規

参
入
の
促
進
等
、
農
地
利
用
最
適
化
の

推
進
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

農
地
の
見
回
り
等
で
、
水
稲
・
果
樹

生
産
者
に
お
話
を
伺
う
と
、「
昨
年
は

本
当
に
大
変
な
年
だ
っ
た
な
あ
。」
と
、

多
く
の
生
産
者
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

霜
被
害
、
強
風
も
そ
う
で
す
が
、
何
と

言
っ
て
も
昨
年
の
猛
暑
、「
厳
し
い
天

候
の
中
で
も
農
作
物
が
よ
く
頑
張
っ
て

く
れ
た
。」
と
、
何
よ
り
生
産
者
の
苦

労
の
一
年
だ
っ
た
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
リ
タ
イ
ヤ
す
る
こ
と
な
く
生
産

意
欲
に
つ
な
が
る
生
産
者
へ
の
支
援
を
、

町
へ
の
意
見
書
と
一
緒
に
要
望
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
生
産
基
盤
で
も
あ
り
ま
す
生

産
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
担
い
手
の
確

保
・
育
成
は
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
に
お

い
て
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
青
年

就
農
者
や
Ｉ
Ｊ
Ｕ
タ
ー
ン
他
、
新
た
に

農
業
に
挑
戦
す
る
定
年
就
農
者
も
こ
れ

か
ら
大
事
な
戦
力
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
農
業
委
員
会
に
求
め
ら
れ

て
い
る
重
要
な
取
組
と
し
て
、「
地
域

計
画
の
策
定
」
に
お
け
る
「
目
標
地
図

の
作
成
」
が
あ
り
ま
す
。
５
年
後
10
年

後
の
将
来
の
農
地
利
用
に
つ
い
て
、
次

の
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
た
め
の
計

画
で
あ
り
、
地
域
全
体
で
対
策
を
考
え

る
こ
と
が
急
務
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
そ
し
て
未

来
の
担
い
手
を
は
じ
め
と
す
る
町
民
の

皆
様
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。
将
来
に

わ
た
り
山
辺
町
の
農
業
を
、
田
園
風
景

を
守
っ
て
い
く
た
め
の
計
画
づ
く
り
へ
、

皆
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
こ
の
一
年
が
皆
様
に
と
り

ま
し
て
実
り
多
き
年
と
な
り
ま
す
よ
う

心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
年
頭
の
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

山
形
県
農
業
委
員
会
大
会

山
形
県
農
業
委
員
会
大
会

山
形
県
農
業
委
員
会
大
会

例
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

　

山
辺
町
内
を
は
じ
め
、
山
形
県
全
体

で
農
村
の
高
齢
化
・
担
い
手
不
足
が
続

き
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
が
顕
著
に
な

る
な
ど
、
農
村
を
取
り
巻
く
情
勢
は
よ

り
厳
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
つ
つ
持
続
可
能
な
農
業
を
実

現
す
る
に
は
、
農
業
者
と
農
業
委
員
会

の
協
力
に
よ
り
、
新
た
な
視
点
に
立
っ

た
大
胆
か
つ
実
効
性
の
あ
る
計
画
の
策

定
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

�（
広
報
編
集
副
委
員
長　

村
山　

俊
雄
）



町
長
へ
意
見
書
提
出

　

令
和
５
年
４
月
17
日
改
選
に
よ
り
新

た
な
体
制
に
移
行
し
、「
農
地
利
用
の
最

適
化
」
の
適
正
な
執
行
に
努
め
る
た
め
、

昨
年
10
月
25
日
に
町
長
へ
意
見
書
を
提

出
し
ま
し
た
。

一
、
短
期
的
視
点
に
基
づ
く
事
項

⑴
農
業
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て

　

資
機
材
や
燃
料
等
の
高
騰
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
減
少
し
て
い
る
農
業
者
へ

の
支
援

⑵
担
い
手
育
成
に
つ
い
て

①�

花
卉
の
安
定
的
な
栽
培
に
対
す
る
、

花
卉
生
産
団
体
へ
の
支
援

②�

専
業
農
家
や
農
業
法
人
を
設
立
し
た

認
定
農
業
者
等
へ
の
補
助
支
援
制
度

の
周
知
と
予
算
確
保

③�

地
域
計
画
の
中
心
と
な
り
得
る
経
営

体
の
法
人
化
等
の
支
援

④�

若
手
農
業
者
組
織
「
町
青
年
農
業
者

連
絡
協
議
会
」
へ
の
支
援

⑶
鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て

①�

最
新
の
有
害
鳥
獣
対
策
の
情
報
発
信

及
び
被
害
防
止
対
策
へ
の
予
算
確
保

②�

狩
猟
免
許
取
得
者
に
対
す
る
取
得
費

用
等
経
費
の
支
援

⑷�

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
活
動
強
化
に
つ
い
て

　

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
活
動
の
基
礎
と
な
る
情
報
交
換

や
研
修
、
先
進
地
視
察
等
に
対
す
る
予

算
確
保

⑸�

水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
見

直
し
に
つ
い
て

　

畑
地
化
の
支
援
に
関
す
る
予
算
の
確

作
況
雑
感

2023
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

　

昨
年
の
農
業
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す

と
、
５
月
６
月
は
雨
が
多
か
っ
た
も
の

の
比
較
的
気
温
が
低
く
推
移
し
た
た
め

一
昨
年
と
違
い
山
辺
産
サ
ク
ラ
ン
ボ
の

作
柄
は
、
う
る
み
果
も
無
く
良
い
出
来

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
が
５
類
に
移
行
し
て
か
ら
コ
ロ

ナ
禍
前
の
経
済
活
動
が
戻
っ
た
と
い
う

こ
と
で
喜
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
７
月

中
旬
か
ら
９
月
ま
で
連
日
記
録
的
な
猛

暑
と
雨
不
足
に
よ
り
稲
作
と
果
樹
全
般

に
品
質
低
下
や
収
穫
量
の
減
収
な
ど
で

大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

サ
ク
ラ
ン
ボ
だ
け
が
難
を
逃
れ
た
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
昨
年
の
猛
暑
の
影
響

に
よ
り
、
今
年
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
に
は
双

子
果
の
発
生
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

８
月
に
実
施
し
た
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

を
通
し
て
、
各
地
区
の
耕
作
放
棄
地
が

よ
り
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
農
業
者

の
高
齢
化
や
深
刻
な
担
い
手
不
足
の
波

が
ど
の
地
区
に
も
同
じ
よ
う
に
広
が
っ

て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
農
作
物

価
格
の
低
迷
な
ど
で
次
の
世
代
に
バ
ト

ン
を
渡
せ
な
い
農
家
の
苦
し
さ
を
国
や

県
は
も
っ
と
知
る
べ
き
で
す
。

　

ま
た
、
農
家
も
今
後
生
計
を
立
て
て

い
く
為
の
活
路
を
見
出
す
努
力
は
絶
対

に
必
要
で
す
。
本
当
に
厳
し
い
時
代
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
農
地
を
守
る
た
め

に
地
域
の
農
業
者
が
農
地
所
有
者
の
皆

様
と
一
緒
に
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
広
報
編
集
委
員　

夛
田　

信
一
）

保
及
び
実
情
を
踏
ま
え
た
農
地
の
保
全

を
図
る
施
策
の
実
施

二
、
長
期
的
視
点
に
基
づ
く
事
項

⑴
継
続
的
な
農
業
経
営
に
つ
い
て

①�

青
年
新
規
就
農
者
や
、
定
年
就
農
者

等
、
新
た
に
農
業
に
挑
戦
す
る
者
に

対
し
て
の
補
助
や
継
続
的
な
支
援

②�

農
作
物
に
よ
る
舞
米
豚
に
続
く
町
オ

リ
ジ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
開
発
及
び
６

次
産
業
化
や
農
商
工
連
携
に
向
け
た

総
合
的
な
支
援

③�

法
人
化
や
集
落
営
農
等
、
積
極
的
な

組
織
化
に
向
け
た
行
政
に
よ
る
研
修

や
町
独
自
支
援
制
度
の
創
設

⑵
米
政
策
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

水
田
直
接
支
払
交
付
金
等
の
現
行
単

価
の
維
持
や
代
替
措
置
に
つ
い
て
の
要

請
な
ら
び
に
実
情
に
応
じ
た
持
続
可
能

な
農
業
経
営
の
た
め
現
施
策
の
充
実
と

強
化

⑶
遊
休
農
地
解
消
に
つ
い
て　

　

耕
作
放
棄
地
解
消
事
業
に
対
す
る
補

助
金
の
予
算
確
保



農委広報やまのべ

　
「
地
域
計
画
」
は
、
約
10
年
後
の
将

来
に
お
け
る
地
域
の
農
地
に
つ
い
て

「
い
つ
」、「
誰
が
」、「
ど
の
農
地
を
」

担
い
活
用
す
る
の
か
、
農
業
者
や
地
域

の
皆
さ
ん
の
話
し
合
い
に
よ
り
考
え
て

い
く
た
め
の
土
台
と
な
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
計
画
は
、「
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
」
と
い
う
法
律
に
よ
り
、
令

和
７
年
３
月
ま
で
に
策
定
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

計
画
策
定
の
流
れ

①
農
業
者
・
農
地
所
有
者
の
皆

さ
ん
へ
の
意
向
調
査

　

農
地
の
所
有
者
や
耕
作
者
の

皆
さ
ん
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、

将
来
の
農
地
管
理
に
つ
い
て
意

向
を
伺
い
ま
す
。

※�

ア
ン
ケ
ー
ト
は
11
月
下
旬
か

ら
12
月
初
旬
に
か
け
て
配
布

し
ま
し
た
。
回
答
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

提
出
が
ま
だ
の
方
は
、
農
業

委
員
会
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

②
意
向
調
査
結
果
の
ま
と
め

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
も
と
に
、

農
地
ご
と
に
耕
作
状
況
や
管
理
状

況
等
を
地
図
に
落
と
し
こ
み
、
10

年
後
の
農
地
利
用
に
つ
い
て
の

「
目
標
地
図
」
を
作
成
し
ま
す
。

　
③
地
域
の
皆
さ
ん
と
の
話
し
合
い

　

将
来
、
農
地
を
ど
う
利
用
す
る

か
、
誰
が
耕
作
す
る
か
等
を
地
域

の
皆
さ
ん
と
話
し
合
い
、
現
状
の

問
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
今
後
の

地
域
農
業
の
方
針
や
、
方
針
を
実

現
す
る
た
め
の
方
法
を
考
え
て
い

き
ま
す
。

　
④
地
域
計
画
の
策
定

　

地
域
で
話
し
合
っ
た
内
容
を
も
と
に
、

「
地
域
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
計
画
は
現
時
点
で
完
成
さ
れ

た
も
の
を
作
る
必
要
は
無
く
、
意
向
が

確
認
で
き
な
い
農
地
や
農
地
利
用
の
調

整
が
上
手
く
い
か
な
い
農
地
に
つ
い
て

は
、
白
抜
き
と
し
、
引
き
続
き
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

　

　

高
齢
化
や
人
口
減
少
の
本
格
化
に
よ

り
、
農
業
者
の
減
少
や
荒
廃
農
地
の
拡

大
が
進
み
、
地
域
の
農
業
が
衰
退
す
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
問
題
の
解
決
の
た
め
、
地
域
で
問
題

を
共
有
し
、
話
し
合
い
を
重
ね
、
将
来

の
農
地
利
用
の
姿
に
つ
い
て
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
で
つ
く
る

地
域
の
皆
さ
ん
で
つ
く
る
『
地
域
計
画
』

『
地
域
計
画
』

～
地
域
農
業
の
将
来
を
考
え
よ
う
！
～

～
地
域
農
業
の
将
来
を
考
え
よ
う
！
～



推
進
委
員
活
動

推
進
委
員
活
動

推
進
委
員
活
動
（
大
寺
地
区
）

推
進
委
員
活
動

推
進
委
員
活
動

推
進
委
員
活
動
（
中
地
区
）

　

令
和
５
年
４
月
か
ら
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
と
し
て
活
動
を
始
め
て
早

８
カ
月
ほ
ど
が
経
過
し
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
感
染
症
も
５
類
に
移
行
し
、
よ
う
や

く
普
段
の
生
活
水
準
に
戻
っ
て
き
た
と

思
い
き
や
、
例
年
に
な
い
異
常
気
象
の

連
続
で
物
価
高
騰
に
悩
ま
さ
れ
る
日
々

が
続
き
、
特
に
日
本
農
業
の
主
要
で
あ

る
稲
作
に
と
っ
て
は
近
年
に
な
い
一
等

米
比
率
の
低
下
等
、
農
業
を
取
り
巻
く

環
境
の
厳
し
さ
を
改
め
て
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

活
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
毎
月

行
わ
れ
る
農
地
法
に
基
づ
く
申
請
に
伴

う
現
地
確
認
並
び
に
事
前
審
査
会
へ
の

対
応
、
新
任
者
の
研
修
会
、
耕
作
放
棄

地
現
地
調
査
や
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
等
、

初
め
て
の
活
動
ば
か
り
で
右
往
左
往
の

連
続
で
し
た
。

　

ま
た
、
外
に
目
を
向
け
る
と
、
農
業

従
事
者
の
高
齢
化
や
新
規
就
農
者
等
の

「
担
い
手
不
足
」
が
言
わ
れ
続
け
て
い

る
こ
と
や
、
耕
作
放
棄
地
の
現
状
認
識

を
改
め
て
目
の
当
た
り
に
し
、
将
来
展

望
へ
の
厳
し
い
現
実
を
感
じ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
方
、
地
区
内
の
若
手
就
農
者

や
、
新
規
就
農
者
の
存
在
を
知
り
得
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
中
で
逞

し
さ
を
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
幸
い
で
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
今
後
、
農
業
委

員
会
優
先
課
題
で
あ
る
「
地
域
計
画
策

定
」
に
お
け
る
「
目
標
地
図
の
作
成
」

に
あ
た
り
、
相
続
が
耕
作
放
棄
地
に
繋

が
ら
な
い
よ
う
な
取
組
や
、
新
規
就
農

者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
体
制
、
町
の
誇
れ
る

産
物
を
作
り
上
げ
る
こ
と
な
ど
を
町
や

農
協
等
と
の
横
の
連
携
に
よ
り
進
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

山
辺
町
の
農
業
発
展
の
た
め
、
今
後

も
最
適
化
活
動
の
推
進
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

�（
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員　

多
田　

重
敏
）

　

私
が
地
区
で
農
家
を
始
め
た
の
は
、

十
七
年
前
に
な
り
ま
す
。
農
業
高
校
を

卒
業
し
て
か
ら
、
数
十
年
会
社
員
と
し

て
働
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
父
親
が
亡

く
な
っ
た
の
を
機
に
、
見
よ
う
見
ま
ね

で
、
田
ん
ぼ
を
10
ア
ー
ル
ほ
ど
家
族
で

食
べ
る
た
め
に
始
め
ま
し
た
。
妻
か
ら

は
、
店
か
ら
買
っ
た
方
が
安
い
と
言
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
代
々
守
っ
て

き
た
土
地
を
荒
ら
し
た
く
な
い
思
い
か

ら
、
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

中
地
区
は
、
平
場
と
比
べ
る
と
労
力

が
と
て
も
か
か
る
反
面
収
量
が
少
な
く
、

田
ん
ぼ
を
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
作
っ
て

い
れ
ば
大
き
い
農
家
で
す
。
若
者
は
働

く
場
所
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
地
区
外
に

働
く
場
所
を
求
め
て
町
に
出
て
い
き
ま

す
。
そ
の
為
、
現
在
の
主
な
担
い
手
は

平
均
65
歳
以
上
の
方
々
で
す
。

　

昔
は
、
田
ん
ぼ
、
た
ば
こ
、
ホ
ッ
プ
、

養
蚕
、
冬
は
出
稼
ぎ
で
生
計
を
立
て
て

い
た
と
近
所
の
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
こ
の
地
域
で
は

山
菜
農
業
が
一
番
合
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
春
に
は
、

ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
タ
ラ
の
芽
、
夏

に
は
山
ブ
キ
、
秋
に
は
キ
ノ
コ
、
栗
、

胡
桃
な
ど
で
す
。
山
は
宝
の
山
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
地
域
計
画
の
策

定
、
目
標
地
図
の
作
成
に
よ
り
、
中
地

区
の
今
後
の
農
業
が
よ
り
良
い
方
向
に

向
か
え
る
よ
う
、
推
進
委
員
と
し
て
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

�（
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員　

遠
藤　

吉
蔵
）



農委広報やまのべ

　

令
和
５
年
４
月
の
改
選
に
よ
り
、

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
任
命

さ
れ
た
方
々
を
紹
介
し
ま
す
。

　

農
地
に
関
す
る
相
談
は
、
地
元
の

推
進
委
員
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

農地の貸し借りの制度の 農地中間管理事業 をご活用ください

受け手農家のメリット
＊複数の出し手農家の農地を借りても契約は

機構とのみ行うので手間が省けます
＊口座振替で賃料の支払いが便利です

出し手農家のメリット
＊公的機関が農地を預かるので安心です
＊契約期間終了後には確実に農地が戻ります
＊賃料は確実に機構から振込まれます

◎手数料の概要
〇対象は令和６年10月以降に公告になる満期

再契約及び、更新・新規契約から。（直ちに
すべての契約が対象になる訳ではありません）

○納付いただくのは令和７年の賃料の支払い
時点から。

○以降毎年、出し手受け手それぞれから納付。
○手数料の額は毎年の賃料に0.75％を掛けた額。
（例：10aあたり賃料1万円の場合の手数料は75円）

★詳しくは やまがた農業支援センター（023-631-0697）又は、センターのホームページをご覧ください。

農地中間管理事業の運営には、やまがた農業支
援センターの自主財源を一部充当している経費
があり、この負担が年々増加しています。

このため、将来に向けて持続的、安定的にこ
の事業をご利用いただけるよう、利用者の皆様
に一部ご負担をお願いすることといたしました。
なにとぞ皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。

◎農地中間管理事業の手数料について

★詳しくはやまがた農業支援センター（023-631-0697）
又は、センターのホームページをご覧ください。

◎手数料の概要
◆対象は令和６年10月以降に公告になる満期再契約及び、更新・

新規契約から（直ちに全契約が対象になる訳ではありません）
◆納付いただくのは令和７年11月の賃料の支払い時点から
◆これ以降毎年、農地の出し手、受け手のそれぞれから納付
◆手数料の金額は毎年の賃料に0.75％を掛けた額

◎手数料納入のイメージ◎手数料について
農地中間管理事業の運営には、やまがた農業支援センターの

自主財源を一部充当している経費があり、この負担が年々増加
しています。このため、将来に向けて持続的、安定的にこの事
業をご利用いただけるよう、利用者の皆様に一部ご負担をお願
いすることといたしました。

なにとぞ皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

（※10aあたり賃料が年間10,000円の場合の手数料は75円）

② 1/2ﾍﾟｰｼﾞ版

③ 1/4ﾍﾟｰｼﾞ版

◎令和７年から農地中間管理事業の利用には『手数料』のご負担をお願いします
手数料について

やまがた農業支援センターからお知らせです

やまがた農業支援センターからお知らせです
令和７年から農地中間管理事業の利用には『手数料』のご負担をお願いします

髙内　光義
（三河尻）

渡邊　　進
（北ノ宿）

山
辺
地
区

多田　重敏
（北ノ宿）

大
寺
地
区

遠藤　吉蔵
（相ノ沢）

中

地

区

漆山　正博
（簗沢東部）

作
谷
沢
地
区

鈴木　勇一
（要害３）

阿部　秀顕
（根際７）

相
模
地
区

　
推
進
委
員
紹
介

　
推
進
委
員
紹
介



◆お問い合わせは、農業委員会事務局 （☎667－1114）までお願いいたします。

「耕作放棄予防及び解消対策推進事業」活用してください！

　山辺町では、農業の担い手への農地集積や新規就農者の確保を図るため、耕作放棄地
の発生防止及び解消に対する「耕作放棄予防及び解消対策推進事業」を行っています。
　内容は以下のとおりです。

※大規模な事業を計画する場合は、国の補助事業に該当する可能性がありますので、農業委員会事務局へご相談ください。

対 象 事 業

補 助 対 象 者

補 助 金 額

１．意欲ある担い手に農地を集積し耕作放棄の発生予防を図るため、樹園
地の樹木を伐採し、畑に耕作転換等を実施する事業。
２．山辺町農業委員会が耕作放棄地であると判定した農地について、耕作
のために抜根・整地等を実施する事業。

１．農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定に基づく農用地利用集積
計画において、農地の借地権又は使用貸借権について６年以上の期間を
設定した者。
２．農地法第３条の規定に基づき、農地の借地権又は使用貸借権について
６年以上の権利を設定し、その許可を受けた者。

　対象事業に要した額、又は、対象となる農地の面積に10アール当たり
80,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数は切
り捨てます。

　

近
年
、
異
常
気
象
が
続
く
中
で
、
昨

年
の
猛
暑
は
特
に
酷
い
も
の
で
し
た
。

　

梅
雨
の
時
期
は
雨
が
続
き
、
長
雨
の

心
配
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
梅
雨
明
け

と
同
時
に
真
夏
に
な
っ
た
よ
う
に
連
日

雨
も
降
ら
ず
、
三
十
度
超
え
の
日
が
続

き
、
９
月
に
な
っ
て
も
気
温
が
下
が
ら

な
い
記
録
的
な
猛
暑
と
な
り
ま
し
た
。

　

水
稲
で
は
渇
水
に
よ
り
最
上
川
か
ら

水
を
引
く
の
に
制
限
が
か
か
り
、
夜
間

の
高
温
が
同
化
作
用
を
抑
制
し
、
収
穫

量
と
品
質
の
低
下
に
繋
が
り
ま
し
た
。

　

刈
り
取
り
適
期
も
大
幅
に
早
ま
り
、

暑
さ
の
中
で
の
籾
摺
り
や
、
秋
に
田
ん

ぼ
の
景
色
が
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な

い
青
々
と
し
て
い
る
様
が
、
記
憶
に

残
っ
て
い
ま
す
。

　

果
樹
で
も
、
お
盆
過
ぎ
か
ら
果
実
が

肥
大
す
る
は
ず
の
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
が
、

少
雨
の
影
響
で
大
き
く
な
ら
ず
、
収
穫

も
暑
さ
に
よ
り
ヨ
ー
ド
反
応
が
下
が
ら

ず
、
平
年
よ
り
１
週
間
遅
く
な
り
ま
し

た
。

　

リ
ン
ゴ
も
早
生
品
種
の
『
つ
が
る
』

等
は
強
す
ぎ
る
日
光
で
着
色
管
理
も
で

き
ず
に
樹
上
で
熟
し
収
穫
量
が
大
き
く

減
り
、
そ
の
後
の
中
生
種
や
晩
生
種
の

成
熟
に
も
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

　

燃
油
や
肥
料
、
そ
の
他
資
材
の
高
騰

の
影
響
が
続
く
中
で
、
高
温
へ
対
応
す

る
た
め
の
方
策
も
喫
緊
の
課
題
で
す
。

大
き
く
変
化
す
る
自
然
に
適
応
す
る
農

業
を
全
体
で
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
、
強
く
思
わ
さ
れ
た
１
年
で
し
た
。

�
（
広
報
編
集
委
員　

小
関
健
登
・
相
澤
富
一
）

猛
暑
を
受
け
て

猛
暑
を
受
け
て



農委広報やまのべ

編
集
後
記

編
集
後
記

　

令
和
５
年
４
月
の
改
選
に
よ
り
、
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

　

昨
年
の
天
候
は
、
春
の
霜
被
害
に
始
ま
り
、
夏
は
猛
暑
が
農

業
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
秋
は
強
風
で
の
果
実
へ
の
被
害
が

あ
り
と
、
と
て
も
大
変
な
１
年
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
、「
地
域
計
画
」
の
策
定
に
向
け
て
、
山
辺
町
の

農
業
の
将
来
の
在
り
方
や
、
農
用
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な

利
用
に
関
す
る
目
標
、
地
域
内
の
農
業
を
担
う
方
々
や
、
農
業

支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
目
標
地
図
と
、
令
和
７
年
３
月
末
ま
で

に
策
定
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
協
力
に

よ
り
、
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

第
28
号
農
委
広
報
や
ま
の
べ
の
発
行
に
あ
た
り
、
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
は
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
広
報
編
集
委
員
長　

佐
藤
る
み
子
）

農
業
経
営
と
暮
ら
し
に
役
立
つ
情

報
が
載
っ
て
い
ま
す
。

○
発
行
日　
毎
週
金
曜
日

○
購
読
料　
１
ヶ
月　
７
０
０
円

＊
申
込
み
は
農
業
委
員
会
へ

全
国
農
業

新
聞

NATIONAL
AGRICULTURAL

NEWS 農業者の方なら広く加入できます。
に加入しませんか

年金の特徴
　①少子高齢化時代に強い年金。
　②保険料の額は自分で決められます。
　③終身年金で80歳までの保証付き。
　④公的年金ならではの税制上の優遇措置。
　⑤条件を満たす方には、保険料の国庫補助。

農 業 者 年 金農 業 者 年 金

詳細については、JAまたは農業委員会へお問い合わせください。

広
報
編
集
委
員
長�

佐
藤
る
み
子
（
高
楯
１
）

広
報
編
集
副
委
員
長�

村
山　

俊
雄
（
荒　

谷
）

編

集

委

員�

鈴
木　

正
志
（
根
際
７
）

　
　
　

〃　
　

�

相
澤　

富
一
（
高
楯
１
）

　
　
　

〃　
　

�

垂
石　

敏
子
（
新
町
２
）

　
　
　

〃　
　

�

小
関　

健
登
（
大
塚
３
）

　
　
　

〃　
　

�

夛
田　

信
一
（
蓮
台
寺
）

　
　
　

〃　
　

�

佐
藤　

政
克
（
小
針
生
）�

編　
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農地の転用には

農地の転用とは、農地を住宅や道路、工場、
山林、資材置場、駐車場等、農地以外のも
のにすることです。

優良農地（農用地区域内）は原則転用できません。
申請前に農村整備係で確認してください。

転用申請の手続きについては、農業委員会
へ事前に相談してください。

農地の転用には
許可が必要です許可が必要です
（農地法第４条・５条）

＊無断転用は法律違反になります。

（市街化区域内農地は届出が必要です）

相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

　

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
の
に
相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
た
め
、
登

記
簿
を
見
て
も
持
ち
主
が
分
か
ら
ず
、
復
旧
・
復
興
事
業
等
や
取

引
を
進
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
「
所
有
者
不
明
土
地
問
題
」
を
防

ぐ
た
め
の
法
律
が
、
令
和
３
年
４
月
に
成
立
し
、
相
続
登
記
が
義

務
化
さ
れ
る
制
度
が
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
法
務
省
又
は
山
形
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。


